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情報通信行政・郵政行政審議会議事規則第４条により、平成２１年４月１４日付けで公告された

東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社の提供する特定電気通信役務の基準

料金指数の設定に関し、別紙のとおり意見を提出します。
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別紙 

 

 このたびは、「東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社の提供する特定電気通信役

務の基準料金指数の設定についての意見募集」に関し、意見提出の機会を設けて頂いたことにつきま

して、御礼申し上げます。 

 以下のとおり弊社共の意見を述べさせて頂きますので、宜しくお取り計らいの程、お願い申し上げま

す。 

 

 

（１） 基準料金指数の設定について 

プライスキャップ（上限価格方式）は、代替サービスのない市場において、支配的事業者の地位

を濫用した料金の値上げを抑制し、利用者利益を保護するための規制として、一定の役割を果た

してきたと考えます。 

「プライスキャップの運用に関する考え方について」（2009 年 4 月 1 日公表）において示されてい

るとおり、Ｘ値の算定について、「市場が動態的に変化することが想定される中、X 値を一意に定め

るのが困難」であることを踏まえれば、X値はＣPI 連動とし、現状の基準料金指数を維持する、とす

る今回の内容はやむを得ないものと考えます。 

なお、今回の基準料金指数の設定において、X 値を CPI 連動として整理した場合であっても、特

定電気通信役務の提供にあたり、東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社（以下、

「NTT 東西」という）殿は、費用削減への継続的な取り組みを通じて、更なる経営効率化を進める

べきと考えます。 

 

（２） PSTN に係る接続料について 

今回のように、X 値を CPI と連動させた場合、小売料金に対して実質的にプライスキャップ規制

が適用されることになります。一方で、PSTN に係る接続料については、PSTN から IP 網への移行

等により値上げが示唆されているとおり、プライスキャップ規制が適用された小売料金との逆転現

象を起こす可能性も懸念されるところですが、こうした状況は到底受け入れられるものではありま

せん。 

従って、PSTN に係る接続料については更なる低廉化がなされるよう、早急に接続料算定方法

を見直す等の措置が必要と考えます。 

 

（３） 特定電気通信役務の範囲について 

NTT 東西殿の提供する FTTH アクセスサービス及びひかり電話サービスについては、「「電気通

信サービスに係る料金政策の在り方に関する研究会」報告書」（平成 20 年 10 月 24 日公表）にお

いて、「今後、単に契約数だけでなく、利用者層が広いこと又は契約数の急激な増加トレンドがう

かがえる場合には、特定電気通信役務として整理することが適当」と特定電気通信役務への追加

の可能性について言及されています。 

NTT 東西殿の提供する FTTH アクセスサービス及びひかり電話サービスについては、ＮＴＴ東西
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殿の合計シェアが共に 70％超※といった高い水準になっているほか、ＮＴＴ東西殿以外の事業者に

よる実質的な代替サービスが十分に提供されていないとともに、加入電話からの移行が不可逆的

に行われていること等から、直ちにこれらサービスを特定電気通信役務に追加すべきと考えます。 

なお、平成２１年４月１日よりＮＴＴ東西殿の専用役務を特定電気通信役務の対象外とする制度

改正がなされましたが、専用役務の料金については、スタックテストの対象とする等により引き続

き注視していくことが必要と考えます。 

 

※電気通信事業分野の競争状況に関する四半期データ（平成２０年度第３四半期（１２月末））（平成２１年３

月２５日公表） 

以上 


